














　また，建築工事に伴う騒音，振動等による周辺の生活環境に及ぼす影響等につい

本市では，事前に（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会認定（旧郵政大臣認定を含む）

「ＣＡＴＶ技術者」による電波障害の予測を行うとともにその改善策について，近隣

関係者に説明をしなければならないとしています。





　新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の全面改良により，大規模建築

物の所有者に対し，ごみ減量及び適正処理の計画書作成，管理責任者の選任，資源

ゴミ，一般廃棄物を区分した保管場所の設置などが義務づけられていますので，そ

の対応については十分に検討し，対策を講じて下さい。

　また，ゴミ保管場所等については，近隣住民からの苦情も増えていますので，各

区役所区民生活課と協議しながら近隣関係者と十分に話し合って対応して下さい。

また，本市では「新潟市緑化地区等への生垣等設置費補助金交付要綱」を設け，

積極的に緑化の推進を図っていますので,ご協力をお願いします。

（詳細は，各区役所建設課にお問い合わせください）

新潟市緑化地区等への生垣等設置費補助金交付要綱

【補助対象】

①都市緑地法に基づく緑地協定地区内の土地所有者等で新たに生垣等・高木性樹木

を設置する者

②生垣等が公道・その他建築基準法上の道路に面していること

③生垣は長さ３ｍ以上，高さ１.０ｍ以上，延長１ｍあたり２本以上を植え込むこと

④高木性樹木の間隔は５ｍ以上の距離をとること

⑤生垣等の樹種は緑地協定で定めているもので５年以上生垣等を保全すること

※補助額は生垣等の設置に要する工事費の２分の１，上限額は５万円です。

ゴミ対策について

　また，建築工事に伴う騒音，振動等による周辺の生活環境に及ぼす影響等につい

て十分配慮し，近隣関係者の住環境の保全に努めて下さい。

(7)

ゴミ，一般廃棄物を区分した保管場所の設置などが義務づけられていますので，そ

また，ゴミ保管場所等については，近隣住民からの苦情も増えていますので，各



（換気扇及び冷暖房設備の室外機等の位置を明示してください）各階平面図







（換気扇及び冷暖房設備の室外機等の位置を明示してください）各階平面図

テレビ電波受信障害予測区域図((一社)日本ＣＡＴＶ技術協会認定(旧郵政

大臣認定を含む)「ＣＡＴＶ技術者」の調査によるもの)
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